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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯デバイスのオーディオ装置であって、
　前記携帯デバイスは、関連するデータ・メモリに接続されたコンピューティング・ハー
ドウェアを備え、
　前記オーディオ装置は、音源ハードウェア用のデジタル・オーディオ・データを生成す
るために、前記データ・メモリに記憶されたオーディオ・エンジンを前記コンピューティ
ング・ハードウェアで実行するように構成され、
　前記音源ハードウェアは、デジタル・オーディオ・データに対応する音響オーディオ信
号を生成するように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記データ・メモリに複数のオーディオ・ライブラリを備え、
デジタル・オーディオ・データを生成するために１つ以上の関数コールに応答して前記複
数のオーディオ・ライブラリの少なくともいずれかを使用するように構成され、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、高レベル・オーディオ・ライブラリ（ＨＬＡ
Ｌ）および低レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ）が含まれ、
　前記ＨＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを発生させることに関する命令を生成して、該命令を前記Ｌ
ＬＡＬに送るよう構成され、
　前記ＬＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを生成すると共に該デジタル・オーディオ・データを前記音
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源ハードウェアに送るように構成される、
オーディオ装置において、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、代替高レベル・オーディオ・ライブラリ（Ｒ
ＨＬＡＬ）と、オーディオキャプチャコンポーネントとが含まれ、
　前記ＲＨＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、
前記ＨＬＡＬが生成する命令と同等の命令を生成して前記ＬＬＡＬに提供すると共に、前
記音源ハードウェアに加えて前記オーディオキャプチャコンポーネントにもデジタル・オ
ーディオ・データを送るように前記ＬＬＡＬを構成するように構成され、
　前記オーディオキャプチャコンポーネントは、前記ＬＬＡＬにより生成されるデジタル
・オーディオ・データのキャプチャを可能にするように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記ＨＬＡＬを対象とする関数コールを前記ＲＨＬＡＬに渡す
ように構成される、
ことを特徴とする、オーディオ装置。
【請求項２】
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、更にラッパー・ライブラリ（ＷＬ）が含まれ
、
　前記ＷＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デジタ
ル・オーディオ・データを生成するために前記ＬＬＡＬをコールすると共に、前記音源ハ
ードウェアに加えて前記オーディオキャプチャコンポーネントにもデジタル・オーディオ
・データを送るように前記ＬＬＡＬを構成するように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記ＬＬＡＬを対象とする関数コールを前記ＷＬに渡すように
構成される、
ことを特徴とする、請求項１に記載のオーディオ装置。
【請求項３】
　携帯デバイスのオーディオ装置であって、
　前記携帯デバイスは、関連するデータ・メモリに接続されたコンピューティング・ハー
ドウェアを備え、
　前記オーディオ装置は、音源ハードウェア用のデジタル・オーディオ・データを生成す
るために、前記データ・メモリに記憶されたオーディオ・エンジンを前記コンピューティ
ング・ハードウェアで実行するように構成され、
　前記音源ハードウェアは、デジタル・オーディオ・データに対応する音響オーディオ信
号を生成するように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記データ・メモリに複数のオーディオ・ライブラリを備え、
デジタル・オーディオ・データを生成するために１つ以上の関数コールに応答して前記複
数のオーディオ・ライブラリの少なくともいずれかを使用するように構成され、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、高レベル・オーディオ・ライブラリ（ＨＬＡ
Ｌ）および低レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ）が含まれ、
　前記ＨＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを発生させることに関する命令を生成して、該命令を前記Ｌ
ＬＡＬに送るよう構成され、
　前記ＬＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを生成すると共に該デジタル・オーディオ・データを前記音
源ハードウェアに送るように構成される、
オーディオ装置において、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、ラッパー・ライブラリ（ＷＬ）と、オーディ
オキャプチャコンポーネントとが含まれ、
　前記ＷＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デジタ
ル・オーディオ・データを生成するために前記ＬＬＡＬをコールすると共に、前記音源ハ
ードウェアに加えて前記オーディオキャプチャコンポーネントにもデジタル・オーディオ
・データを送るように前記ＬＬＡＬを構成するように構成され、
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　前記オーディオキャプチャコンポーネントは、前記ＬＬＡＬにより生成されるデジタル
・オーディオ・データのキャプチャを可能にするように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記ＬＬＡＬを対象とする関数コールを前記ＷＬに渡すように
構成される、
ことを特徴とする、オーディオ装置。
【請求項４】
　前記携帯デバイスは、移動端末、移動電話、スマートフォン、モバイル・インターネッ
ト・デバイス（ＭＩＤ）、ファブレット・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、ウ
ルトラ・モバイル・パーソナル・コンピュータ（ＵＭＰＣ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
ウェブパッド、ハンドヘルド・パーソナル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ
、対話型娯楽コンピュータ、およびゲーム端末のうちの少なくとも１つを含む、請求項１
から３のいずれかに記載のオーディオ装置。
【請求項５】
　前記音源ハードウェアは、前記音響オーディオ信号を生成するために、オーディオ・ド
ライバ、または前記携帯デバイスの少なくとも１つのオーディオ・エンドポイントに接続
されたオーディオ・アダプタのうちの少なくとも１つを備え、前記オーディオ・ドライバ
またはオーディオ・アダプタは、前記デジタル・オーディオ・データを処理して音響オー
ディオ信号を生成する、請求項１から４のいずれかに記載のオーディオ装置。
【請求項６】
　前記ＨＬＡＬは、デジタル・オーディオ・データをキャプチャできないプロプライエタ
リ・ソフトウェアである、請求項１から５のいずれかに記載のオーディオ装置。
【請求項７】
　携帯デバイスのオーディオ装置を動作させる方法であって、
　前記携帯デバイスは、関連するデータ・メモリに接続されたコンピューティング・ハー
ドウェアを備え、
　前記オーディオ装置は、音源ハードウェア用のデジタル・オーディオ・データを生成す
るために、前記データ・メモリに記憶されたオーディオ・エンジンを前記コンピューティ
ング・ハードウェアで実行するように構成され、
　前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ・データに対応する音響オーディ
オ信号を生成するように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記データ・メモリに複数のオーディオ・ライブラリを備え、
　前記オーディオ・エンジンは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されるこ
とにより、前記デジタル・オーディオ・データを生成するために前記複数のオーディオ・
ライブラリの少なくともいずれかをコールするように構成され、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、高レベル・オーディオ・ライブラリ（ＨＬＡ
Ｌ）および低レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ）が含まれ、
　前記ＨＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを発生させることに関する命令を生成して、該命令を前記Ｌ
ＬＡＬに送るよう構成され、
　前記ＬＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを生成すると共に該デジタル・オーディオ・データを前記音
源ハードウェアに送るように構成される、
オーディオ装置において、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、代替高レベル・オーディオ・ライブラリ（Ｒ
ＨＬＡＬ）と、オーディオキャプチャコンポーネントとが含まれ、
　前記ＲＨＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、
前記ＨＬＡＬが生成する命令と同等の命令を生成して前記ＬＬＡＬに提供すると共に、前
記音源ハードウェアに加えて前記オーディオキャプチャコンポーネントにもデジタル・オ
ーディオ・データを送るように前記ＬＬＡＬを構成するように構成され、
　前記オーディオキャプチャコンポーネントは、前記ＬＬＡＬにより生成されるデジタル
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・オーディオ・データのキャプチャを可能にするように構成され、
　前記方法は、前記ＨＬＡＬを対象とする関数コールを前記ＲＨＬＡＬに渡すことを含む
、
方法。
【請求項８】
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、更にラッパー・ライブラリ（ＷＬ）が含まれ
、
　前記ＷＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デジタ
ル・オーディオ・データを生成するために前記ＬＬＡＬをコールすると共に、前記音源ハ
ードウェアに加えて前記オーディオキャプチャコンポーネントにもデジタル・オーディオ
・データを送るように前記ＬＬＡＬを構成するように構成される、
請求項７に記載の方法であって、前記ＬＬＡＬを対象とする関数コールを前記ＷＬに渡す
ことを含む、方法。
【請求項９】
　携帯デバイスのオーディオ装置を動作させる方法であって、
　前記携帯デバイスは、関連するデータ・メモリに接続されたコンピューティング・ハー
ドウェアを備え、
　前記オーディオ装置は、音源ハードウェア用のデジタル・オーディオ・データを生成す
るために、前記データ・メモリに記憶されたオーディオ・エンジンを前記コンピューティ
ング・ハードウェアで実行するように構成され、
　前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ・データに対応する音響オーディ
オ信号を生成するように構成され、
　前記オーディオ装置は、前記データ・メモリに複数のオーディオ・ライブラリを備え、
　前記オーディオ・エンジンは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されるこ
とにより、前記デジタル・オーディオ・データを生成するために前記複数のオーディオ・
ライブラリの少なくともいずれかをコールするように構成され、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、高レベル・オーディオ・ライブラリ（ＨＬＡ
Ｌ）および低レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ）が含まれ、
　前記ＨＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを発生させることに関する命令を生成して、該命令を前記Ｌ
ＬＡＬに送るよう構成され、
　前記ＬＬＡＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デ
ジタル・オーディオ・データを生成すると共に該デジタル・オーディオ・データを前記音
源ハードウェアに送るように構成される、
オーディオ装置において、
　前記複数のオーディオ・ライブラリには、ラッパー・ライブラリ（ＷＬ）と、オーディ
オキャプチャコンポーネントとが含まれ、
　前記ＷＬは、前記コンピューティング・ハードウェアで実行されることにより、デジタ
ル・オーディオ・データを生成するために前記ＬＬＡＬをコールすると共に、前記音源ハ
ードウェアに加えて前記オーディオキャプチャコンポーネントにもデジタル・オーディオ
・データを送るように前記ＬＬＡＬを構成するように構成され、
　前記オーディオキャプチャコンポーネントは、前記ＬＬＡＬにより生成されるデジタル
・オーディオ・データのキャプチャを可能にするように構成され、
　前記方法は、デジタル・オーディオ・データのキャプチャを可能にすべく、前記ＬＬＡ
Ｌを対象とする関数コールを前記ＷＬに渡すことを含む、
方法。
【請求項１０】
　前記携帯デバイスは、移動端末、移動電話、スマートフォン、モバイル・インターネッ
ト・デバイス（ＭＩＤ）、ファブレット・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、ウ
ルトラ・モバイル・パーソナル・コンピュータ（ＵＭＰＣ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
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ウェブパッド、ハンドヘルド・パーソナル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ
、対話型娯楽コンピュータ、およびゲーム端末のうちの少なくとも１つを含む、請求項７
から９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記音源ハードウェアは、前記音響オーディオ信号を生成するために、オーディオ・ド
ライバと、前記携帯デバイスの少なくとも１つのオーディオ・エンドポイントに接続され
たオーディオ・アダプタとのうちの少なくとも１つを備え、前記オーディオ・ドライバお
よびオーディオ・アダプタは、前記デジタル・オーディオ・データを処理して音響オーデ
ィオ信号を生成する、請求項７から１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＨＬＡＬは、前記音源ハードウェアが使用するデジタル・オーディオ・データをキ
ャプチャできないプロプライエタリ・コンポーネントである、請求項７から１１のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１３】
　携帯デバイスのコンピューティング・ハードウェアで実行されると、前記携帯デバイス
に請求項７から１２のいずれかの方法を実行させるプログラム命令を備える、コンピュー
タ・プログラム。
【請求項１４】
　デジタル・オーディオ・データから前記音響オーディオ信号を生成するために必要なオ
ーディオ処理のタイプと、前記デジタル・オーディオ・データの特性とを決定することと
；
　オーディオ処理の前記タイプおよび前記デジタル・オーディオ・データの前記特性に基
づき、前記デジタル・オーディオ・データを処理するために、前記ＲＨＬＡＬを自動的に
コールすること、ただし、前記ＲＨＬＡＬは、デジタル・オーディオ・データを前記音源
ハードウェアおよびオーディオキャプチャデバイスに渡すために、前記ＬＬＡＬに命令を
提供し、前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ・データに対応する前記音
響オーディオ信号を生成する、前記自動的にコールすることと；
を行うように構成される、請求項１に記載のオーディオ装置。
【請求項１５】
　デジタル・オーディオ・データから前記音響オーディオ信号を生成するために必要なオ
ーディオ処理のタイプと、前記デジタル・オーディオ・データの特性とを決定することと
；
　前記音源ハードウェアおよびオーディオキャプチャデバイスに対してデジタル・オーデ
ィオ・データを生成するよう前記ＬＬＡＬをコールするために、前記ＷＬを自動的にコー
ルすること、ただし、前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ・データに対
応する前記音響オーディオ信号を生成する、前記自動的にコールすることと；
を含む、請求項３に記載のオーディオ装置。
【請求項１６】
　請求項１から６および１４から１５のいずれかに記載のオーディオ装置を含む、携帯ゲ
ーム・デバイス。
【請求項１７】
　前記携帯ゲーム・デバイスは、デジタル・オーディオ・データを生成するために音声を
捕捉するマイクロフォンを備え、前記携帯ゲーム・デバイスのスピーカから生成される音
響オーディオ信号は、別のデジタル・オーディオ・データとして前記携帯ゲーム・デバイ
スのメモリにキャプチャされる、請求項１６に記載の携帯ゲーム・デバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、「ゲームプレイ体験を共有するシステムおよび方法（System and Method for 
Sharing Gameplay Experiences）」という題でありその内容全体を参照によって引用した
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ものとする、２０１３年２月１３日出願の米国特許出願第１３／７６５，７０３号；「ス
コア体験を共有するシステムおよび方法（System and Method for Sharing Score Experi
ences）」という題でありその内容全体を参照によって引用したものとする、２０１３年
２月１３日出願の米国特許出願第１３／７６５，７０５号；および「ゲームプレイ体験を
管理するシステムおよび方法（System and Method for Managing Game-Playing Experien
ces）」という題でありその内容全体を参照によって引用したものとする、２０１３年２
月１３日出願の米国特許出願第１３／７６５，７０８号に関連する。
【分野】
【０００２】
　本開示の各態様は、全般的に携帯デバイスのオーディオ装置に関し、特に、デジタル・
オーディオ・データのキャプチャ機能を提供するよう動作可能なオーディオ装置に関する
。さらに、本開示の各態様は、本開示のオーディオ装置を動作させる方法に関する。さら
に、本開示の各態様は、非一時的機械可読データ・ストレージ媒体に記憶されたコンピュ
ータ可読コード手段を含むソフトウェアまたはコンピュータ・プログラム製品にも関し、
このソフトウェアまたはコンピュータ・プログラム製品は、前述の方法を実装するために
コンピューティング・ハードウェアで実行可能である。
【背景】
【０００３】
　今日我々が目にする携帯デバイスをサポートするために、様々なオペレーティング・シ
ステム（ＯＳ：ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）およびオーディオ装置が開発されて
きた。典型的には、携帯デバイスのオーディオ装置は、１つ以上の高レベル・オーディオ
・ライブラリ（ＨＬＡＬ：Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｌｉｂｒａｒｙ）および
／または１つ以上の低レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ：Ｌｏｗ　Ｌｅｖｅｌ
　Ａｕｄｉｏ　Ｌｉｂｒａｒｙ）を含む。これらのオーディオ・ライブラリは、人の可聴
音を生成するために、携帯デバイスのＯＳで実行されている様々なアプリケーションによ
りコールされることが可能である。ＨＬＡＬは、例えば音楽再生など、多種多様なオーデ
ィオ生成ツールを提供する。他方、ＬＬＡＬは、直接操作インターフェースを介してユー
ザにより提供される入力に応じて、オーディオを生成および操作する様々な方法を提供す
る。
【０００４】
　図１（従来技術）は、携帯デバイスの従来のオーディオ装置の概略図である。従来のオ
ーディオ装置は、オーディオ・エンジン１０２、ＨＬＡＬ１０４、ＬＬＡＬ１０６、オー
ディオ・ドライバ１０８、オーディオ・アダプタ１１０、およびオーディオ・エンドポイ
ント１１２を含む。図１に示されているように、オーディオ・エンジン１０２は、ＯＳ空
間に存在し得る。オーディオ・ドライバ１０８は、カーネルにおいてソフトウェアにより
実現され得る。オーディオ・ドライバ１０８は、オーディオ・アダプタ１１０を経由して
、オーディオ・エンドポイント１１２とインターフェース接続される。オーディオ・アダ
プタ１１０は、プラグまたはバスなどのハードウェアであってもよく、オーディオ・エン
ドポイント１１２は、スピーカまたはヘッドフォンなどのハードウェアであってもよい。
【０００５】
　例として、或るアプリケーション（図１には示さず）が、携帯デバイスのＯＳで実行さ
れていると考える。このアプリケーションは、例えば、ゲームのプレイ中に人の可聴音の
生成を必要とし得るゲーム・アプリケーションであってもよい。さらに、このアプリケー
ションが、従来のオーディオ装置を介して人の可聴音を生成するために、オーディオ・エ
ンジン１０２をコールすると考える。場合によっては、オーディオ・エンジン１０２は、
このアプリケーション自体の一部であってもよい。
【０００６】
　実行されるべきオーディオ処理のタイプに応じて、オーディオ・エンジン１０２は、
　（ａ）ＬＬＡＬ１０６を直接コールしてもよく、または
　（ｂ）ＨＬＡＬ１０４をコールしてもよく、続いてＨＬＡＬ１０４が、デジタル・オー
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ディオ・データを発生させることに関する命令を生成してＬＬＡＬ１０６をコールしても
よい。
【０００７】
　その後に、ＬＬＡＬ１０６は、デジタル・オーディオ・データを生成しても、変更して
も、またはオーディオ・ドライバ１０８まで通過させてもよい。その結果として、オーデ
ィオ・ドライバ１０８は、デジタル・オーディオ・データに対応する音響オーディオ信号
（ａｃｏｕｓｔｉｃ　ａｕｄｉｏ　ｓｉｇｎａｌ）を生成するよう、オーディオ・アダプ
タ１１０および／またはオーディオ・エンドポイント１１２を制御する。
【０００８】
　オーディオ・エンジン１０２は、アプリケーションと、オーディオ装置との間のインタ
ーフェースとしての機能を果たす。任意選択で、オーディオ・エンジン１０２は単に、Ｈ
ＬＡＬ１０４またはＬＬＡＬ１０６をコールするアプリケーションのルーチンとすること
ができるであろう。あるいは、オーディオ・エンジン１０２は、
　（ａ）デジタル・オーディオ・データを読み取ることおよび／または書き込むこと、
　（ｂ）デジタル・オーディオ・データに対してデジタル信号処理（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）を実行すること、および／または
　（ｃ）デジタル・オーディオ・データの複数ストリームを、人の可聴音へとレンダリン
グされる単一オーディオ・ストリームへとミキシングすること、
　のうちの１つ以上を担当し十分な機能を有する、アプリケーションのサブプログラムと
することができるであろう。
【０００９】
　オーディオ・エンジン１０２は、アプリケーションの作成者により作成されることも、
サードパーティーから使用許諾を受けたものであることもある。多くの場合、オーディオ
・エンジン１０２は、従来のオーディオ装置により生成されたデジタル・オーディオ・デ
ータをキャプチャするインターフェースを何も提供しないと思われる。
【００１０】
　そのようなオーディオキャプチャを利用し易くする従来の技術は、オーディオキャプチ
ャ機能を含めるために、アプリケーションおよび／またはオーディオ・エンジン１０２の
変更を必要とする。このため、追加のソフトウェア・モジュールがアプリケーションの一
部として含まれなければならない。さらに、オーディオ・エンジン１０２は、アプリケー
ションの実行中にオーディオをキャプチャするために、追加のソフトウェア・モジュール
をコールするよう変更されなければならない。
【００１１】
　しかし、これら従来技術にはいくつかの欠点がある。第１に、アプリケーションおよび
／またはオーディオ・エンジン１０２が大きく変更される必要がある。第２に、そのよう
な大きな変更を加えるのは、難しく、時間がかかり、面倒である。第３に、オーディオ・
エンジン１０２がサードパーティーから使用許諾を受けたものである場合、オーディオ・
エンジン１０２のソース・コードはクローズドであることが多く、そのため、アプリケー
ションの作成者による変更ができない。第４に、ＨＬＡＬ１０４および／またはＬＬＡＬ
１０６の実行中に、携帯デバイスのコンピューティング・ハードウェアで追加のソフトウ
ェア・モジュールが実行されなければならない。これは、アプリケーションのパフォーマ
ンス低下につながる可能性がある。
【００１２】
　したがって、透過的な形でオーディオキャプチャを利用し易くする、携帯デバイスのオ
ーディオ装置に対するニーズがある。
【摘要】
【００１３】
　本開示の各態様は、携帯デバイスのオーディオ装置の提供を図る。
【００１４】
　さらに、本開示の各態様は、デジタル・オーディオ・データのキャプチャ機能を提供す
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るよう動作可能なオーディオ装置の提供を図る。
【００１５】
　さらに、本開示の各態様は、本開示のオーディオ装置を動作させる方法の提供を図る。
【００１６】
　一態様では、本開示の実施形態は、携帯デバイスのオーディオ装置を提供する。携帯デ
バイスの例としては、移動端末、移動電話、スマートフォン、モバイル・インターネット
・デバイス（ＭＩＤ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ファブレット
・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、ウルトラ・モバイル・パーソナル・コンピ
ュータ（ＵＭＰＣ：Ｕｌｔｒａ－Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）
、携帯情報端末（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、
ウェブパッド、ハンドヘルド・パーソナル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ
、対話型娯楽コンピュータ、およびゲーム端末が挙げられるが、これらに限定はされない
。
【００１７】
　携帯デバイスは、関連するデータ・メモリに接続された、コントローラまたはプロセッ
サなどのコンピューティング・ハードウェアを備え、データ・メモリは、一般に複数のオ
ーディオ・ライブラリを含むコンピュータ可読コード手段の形式である１つ以上のオーデ
ィオ・ソフトウェア・モジュールおよび製品を記憶する。ゲーム・アプリケーションなど
のアプリケーションが音響オーディオ信号の生成を必要とする場合、オーディオ装置は、
コンピューティング・ハードウェアでオーディオ・ソフトウェア製品を実行する。その結
果として、オーディオ・ソフトウェア・モジュールおよび製品は、デジタル・オーディオ
・データを生成するためにオーディオ・ライブラリをコールする。そのようにして生成さ
れたデジタル・オーディオ・データは、音源ハードウェア（ｓｏｕｎｄ－ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｎｇ　ｈａｒｄｗａｒｅ）に提供され、次に音源ハードウェアは、デジタル・オーディ
オ・データに対応する音響オーディオ信号を生成する。
【００１８】
　音源ハードウェアは、音響オーディオ信号を生成するために、少なくとも１つのオーデ
ィオ・ドライバ、および／または携帯デバイスの少なくとも１つのオーディオ・エンドポ
イントに接続された少なくとも１つのオーディオ・アダプタを含んでもよい。該少なくと
も１つのオーディオ・ドライバおよび／または少なくとも１つのオーディオ・アダプタは
、デジタル・オーディオ・データを処理するよう動作可能であってもよい。
【００１９】
　オーディオ・ソフトウェア製品が、オーディオ装置が生成したデジタル・オーディオ・
データをキャプチャするために、オーディオ・ソフトウェア製品の使用を妨げる形で構成
されたプロプライエタリ・ソフトウェアである、例示のシナリオについて考える。
【００２０】
　デジタル・オーディオ・データをキャプチャするために、オーディオ装置は、データ・
メモリに記憶可能な１つ以上の代替ソフトウェア製品をホストするよう動作可能である。
オーディオ装置は、デジタル・オーディオ・データを生成するためにオーディオ・ソフト
ウェア製品の代わりとして代替ソフトウェア製品を呼び出すよう動作可能である。その後
、代替ソフトウェア製品は、デジタル・オーディオ・データのキャプチャ機能を提供する
一方で、実質的に音響オーディオ信号を生成するよう動作可能である。
【００２１】
　オーディオ・ソフトウェア・モジュールおよび製品は、例えば、高レベル・オーディオ
・ライブラリ（ＨＬＡＬ）および低レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ）を含ん
でもよい。ＨＬＡＬは、デジタル・オーディオ・データを発生させることに関する命令を
生成し、デジタル・オーディオ・データおよび／または命令をＬＬＡＬへ送るよう動作可
能であってもよい。その後に、ＬＬＡＬは、音響オーディオ信号を生成するために、デジ
タル・オーディオ・データを生成し、または変更し、または音源ハードウェアまで通過さ
せるよう動作可能であってもよい。
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【００２２】
　他方、代替ソフトウェア・モジュールおよび製品は、代替高レベル・オーディオ・ライ
ブラリ（ＲＨＬＡＬ：Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｈｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｌ
ｉｂｒａｒｙ）および／またはラッパー・ライブラリ（ＷＬ：Ｗｒａｐｐｅｒ　Ｌｉｂｒ
ａｒｙ）を含んでもよい。ＲＨＬＡＬは、ＨＬＡＬのアプリケーション・プログラミング
・インターフェース（ＡＰＩ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）に実質的に類似したＡＰＩを提供するよう動作可能であってもよく、Ｗ
Ｌは、ＷＬを通るようＬＬＡＬに対する関数コールをオーバーライドするよう動作可能で
あってもよい。
【００２３】
　ＲＨＬＡＬおよび／またはＷＬは、単に、例えばアプリケーションがオブジェクト・コ
ード・ライブラリとともにリンクされるときに、アプリケーションのアプリケーション・
バイナリ・インターフェース（ＡＢＩ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｂｉｎａｒｙ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）に含められてもよい。そのようなリンクは、例えば、実行可能ファイルが
作成されるとき、または実行時にアプリケーションが使用されるたびに実行され得る。
【００２４】
　さらに、代替ソフトウェア・モジュールおよび製品は、デジタル・オーディオ・データ
をキャプチャするオーディオキャプチャコンポーネントを含んでもよい。そのようにして
キャプチャされたデジタル・オーディオ・データは、次に、コンピューティング・ハード
ウェアに接続されたデータ・メモリに記憶されてもよく、さらに／または音源ハードウェ
アにより音響オーディオ信号を再生するために使用されてもよい。
【００２５】
　別の態様では、本開示の実施形態は、携帯デバイスのオーディオ装置を動作させる方法
を提供する。
【００２６】
　さらに別の態様では、本開示の実施形態は、非一時的機械可読データ・ストレージ媒体
に記憶されたコンピュータ可読コード手段を含むソフトウェアまたはコンピュータ・プロ
グラム製品を提供し、このソフトウェアまたはコンピュータ・プログラム製品は、前述の
方法を実装するために携帯デバイスのコンピューティング・ハードウェアで実行可能であ
る。ソフトウェアまたはコンピュータ・プログラム製品は、例えば、ソフトウェア・アプ
リケーション・ストアから携帯デバイスにダウンロード可能であってもよい。
【００２７】
　本開示の実施形態は、単にＲＨＬＡＬおよび／またはＷＬをアプリケーションのＡＢＩ
に含めること以外にはアプリケーションおよび／またはオーディオ・エンジンを変更する
必要なしに、従来技術における前述の問題を実質的に解消し、ユーザが、その携帯デバイ
スのパフォーマンスを低下させずに、ゲームプレイ中に生成されるデジタル・オーディオ
・データをキャプチャできるようにし、デジタル・オーディオ・データのキャプチャ機能
を利用し易くする。
【００２８】
　本開示のさらなる態様、利点、および特徴は、添付の特許請求の範囲に関連して解釈さ
れる図面および例示の実施形態の詳細な説明から明らかになるであろう。
【００２９】
　当然のことながら、本開示の特徴は、添付の特許請求の範囲により定義される本開示の
範囲から逸脱することなく、様々な組み合わせに集約することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　上記の摘要、ならびに下記の例示的実施形態の詳細な説明は、添付の図面と併せて読ま
れることでより深く理解される。本開示の各態様を示す目的で、本開示の例示的な構成が
図面に示されている。しかしながら、本開示の各態様は、本願明細書に開示される特定の
方法および手段に限定されるものではない。さらに、当業者であれば当然のことながら、
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図面は正確な縮尺ではない。可能な限り、同じ構成要素は同一の番号で示した。
【００３１】
　以下、次の図面を参照しながら、単なる例として本開示の実施形態について記載する。
【００３２】
【図１】携帯デバイスの従来のオーディオ装置の概略図（従来技術）である。
【００３３】
【図２】本開示の実施形態による、オーディオ装置を実装するのに適していると思われる
携帯デバイスの概略図である。
【００３４】
【図３】本開示の実施形態による、携帯デバイスのオーディオ装置の概略図である。
【００３５】
【図４】本開示の実施形態による、オーディオ装置を動作させる方法のステップの図であ
る。
【００３６】
　添付の図面において下線番号は、その番号が上方にある事項、またはその番号と隣接す
る事項を表すのに用いられる。下線のない番号は、その番号を結ぶ線で特定される事項に
関係する。番号に下線がなく、関連する矢印を伴う場合、その番号は、矢印が指す事項全
体を特定するために使用されている。
【実施形態の詳細な説明】
【００３７】
　以下の詳細な説明は、本開示の実施形態と、それを実装できる方法とを示す。本開示を
実施する最良の形態が開示されているが、当業者であれば当然のことながら、本開示の各
態様を実施または実践する他の実施形態も可能である。
【００３８】
　本開示の実施形態は、携帯デバイスのオーディオ装置を提供する。携帯デバイスの例と
しては、移動端末、移動電話、スマートフォン、モバイル・インターネット・デバイス（
ＭＩＤ）、ファブレット・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、ウルトラ・モバイ
ル・パーソナル・コンピュータ（ＵＭＰＣ）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ウェブパッド、
ハンドヘルド・パーソナル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、対話型娯楽コ
ンピュータ、およびゲーム端末が挙げられるが、これらに限定はされない。
【００３９】
　携帯デバイスは、関連するデータ・メモリに接続されたコンピューティング・ハードウ
ェアを備え、データ・メモリは、複数のオーディオ・ライブラリを含むソフトウェアおよ
びコンピュータ・プログラム製品などの１つ以上のオーディオ製品およびモジュールを記
憶する。一実施形態では、ソフトウェア製品およびモジュールは、コンピュータ可読プロ
グラム・コード手段を含むコンピュータ・プログラム製品を備え、コンピュータ可読プロ
グラム・コード手段は、本願明細書に記載されるプロセスおよび命令を遂行および実行す
るために、コンピュータ可読ストレージ媒体に記憶される。一実施形態では、オーディオ
装置は、コンピューティング・ハードウェアでオーディオ・ソフトウェア製品を実行する
よう動作可能であり、それによって、オーディオ・ソフトウェア製品は、デジタル・オー
ディオ・データを生成するためにオーディオ・ライブラリをコールするよう動作可能であ
る。そのようにして生成されたデジタル・オーディオ・データは、音源ハードウェアに提
供され、次に音源ハードウェアは、デジタル・オーディオ・データに対応する音響オーデ
ィオ信号を生成するよう動作可能である。
【００４０】
　音源ハードウェアは、音響オーディオ信号を生成するために、少なくとも１つのオーデ
ィオ・ドライバ、および／または携帯デバイスの少なくとも１つのオーディオ・エンドポ
イントに接続された少なくとも１つのオーディオ・アダプタを含んでもよい。該少なくと
も１つのオーディオ・ドライバおよび／または少なくとも１つのオーディオ・アダプタは
、デジタル・オーディオ・データを処理するよう動作可能であってもよい。
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【００４１】
　さらに、データ・メモリにキャプチャされるデジタル・オーディオ・データを生成する
ために携帯デバイスのマイクロフォンから音声が捕捉され、その一方で、携帯デバイスの
スピーカから音響オーディオ信号を生成するため、およびデータ・メモリに保存するため
に、他のデジタル・オーディオ・データがオーディオ・エンジンにより生成されていると
いうシナリオもあり得よう。
【００４２】
　オーディオ・ソフトウェア製品が、オーディオ装置により生成されたデジタル・オーデ
ィオ・データをキャプチャするためにオーディオ・ソフトウェア製品を使用することを妨
げる形で構成されたプロプライエタリ・ソフトウェアである、例示のシナリオについて考
える。
【００４３】
　デジタル・オーディオ・データをキャプチャするために、オーディオ装置は、データ・
メモリに記憶可能な、ソフトウェアおよびコンピュータ・プログラム製品などの１つ以上
の代替オーディオ製品およびデバイスをホストするよう動作可能である。オーディオ装置
は、デジタル・オーディオ・データを生成するために、オーディオ・ソフトウェア製品の
代わりとして代替ソフトウェア製品を呼び出すよう動作可能である。その後、代替ソフト
ウェア製品は、デジタル・オーディオ・データのキャプチャ機能を提供する一方で、実質
的に音響オーディオ信号を生成するよう動作可能である。
【００４４】
　オーディオ製品は、例えば、高レベル・オーディオ・ライブラリ（ＨＬＡＬ）および低
レベル・オーディオ・ライブラリ（ＬＬＡＬ）を含んでもよい。ＨＬＡＬは、デジタル・
オーディオ・データを発生させることに関する命令を生成し、デジタル・オーディオ・デ
ータおよび／または命令をＬＬＡＬへ送るよう動作可能であってもよい。その後に、ＬＬ
ＡＬは、音響オーディオ信号を生成するために、デジタル・オーディオ・データを生成し
、または変更し、または音源ハードウェアまで通過させるよう動作可能であってもよい。
【００４５】
　他方、代替ソフトウェア製品は、代替高レベル・オーディオ・ライブラリ（ＲＨＬＡＬ
）およびラッパー・ライブラリ（ＷＬ）を含んでもよい。ＲＨＬＡＬは、ＨＬＡＬのアプ
リケーション・プログラミング・インターフェース（ＡＰＩ）に実質的に類似したＡＰＩ
を提供するよう動作可能であってもよく、ＷＬは、ＷＬを通るようＬＬＡＬに対する関数
コールをオーバーライドするよう動作可能であってもよい。
【００４６】
　さらに、代替ソフトウェア製品は、音響オーディオ信号の生成中にデジタル・オーディ
オ・データをキャプチャするオーディオキャプチャコンポーネントを含んでもよい。その
ようにしてキャプチャされたデジタル・オーディオ・データは、次に、コンピューティン
グ・ハードウェアに接続されたデータ・メモリに記憶されてもよく、さらに／または音源
ハードウェアにより音響オーディオ信号を再生するために使用されてもよい。
【００４７】
　以下、図面を、その参照番号により詳細に参照する。図２は、本発明の実施形態による
、オーディオ装置を実装するのに適していると思われる携帯デバイス２００の様々なコン
ポーネントの概略図である。携帯デバイス２００は、メモリ２０２と、プロセッサ２０４
などのコンピューティング・ハードウェアと、入出力（Ｉ／Ｏ：Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕ
ｔ）デバイス２０６と、ネットワーク・インターフェース２０８と、メモリ２０２、プロ
セッサ２０４、Ｉ／Ｏデバイス２０６およびネットワーク・インターフェース２０８を含
む様々なコンポーネントを動作可能なように接続するシステム・バス２１０とを含むが、
これらに限定はされない。
【００４８】
　メモリ２０２は、非リムーバブル・メモリ、リムーバブル・メモリ、またはその組み合
わせを含んでもよい。非リムーバブル・メモリは、例えば、ランダム・アクセス・メモリ
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（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ
：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュ・メモリ、またはハードドライブを
含んでもよい。リムーバブル・メモリは、例えば、フラッシュ・メモリ・カード、メモリ
・スティック、またはスマートカードを含んでもよい。
【００４９】
　メモリ２０２は、プロセッサ２０４で実行されるとインターフェースを提供するオペレ
ーティング・システム（ＯＳ：Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　System）２１２を記憶し、このイン
ターフェースで様々なアプリケーションが実行可能である。さらに、ＯＳ２１２は、選択
対象の１つ以上のオプションを携帯デバイス２００のユーザに提供するユーザ・インター
フェース（図２には示さず）を含んでもよい。
【００５０】
　例えば、ユーザ・インターフェースは、ユーザがリモート・サーバからゲーム・アプリ
ケーションをダウンロードして、そのゲーム・アプリケーションを実行することによりゲ
ームをプレイすることができるようにしてもよい。さらに、ユーザは、ゲームのプレイ中
に生成されたデジタル・オーディオ・データをキャプチャするオプションを提供されても
よい。デジタル・オーディオ・データがどのようにしてキャプチャされ得るかの詳細は、
図３に関連して提供されている。そのようにしてキャプチャされたデジタル・オーディオ
・データは、次に、メモリ２０２に記憶されてもよい。
【００５１】
　さらに、キャプチャされたデジタル・オーディオ・データは、ネットワーク・インター
フェース２０８を介して、他の携帯デバイスを使用する他のユーザと共有されてもよい。
ネットワーク・インターフェース２０８は、例えば通信ネットワーク（図２には示さず）
を介して、携帯デバイス２００が他の携帯デバイスと通信できるようにしてもよい。さら
に、ネットワーク・インターフェース２０８は、携帯デバイス２００が、キャプチャされ
たデジタル・オーディオ・データを通信ネットワークでリモート・サーバにアップロード
できるようにしてもよい。
【００５２】
　通信ネットワークは、互いに相互接続されて単一の大型ネットワークとして機能する、
個別の複数ネットワークの集合とすることができる。そのような個別の複数ネットワーク
は、有線、無線、またはその組み合わせとされてもよい。そのような個別の複数ネットワ
ークの例としては、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ：Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ）、無線ＷＡ
Ｎ（ＷＷＡＮ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＷＡＮ）、および無線ＭＡＮ（ＷＭＡＮ：Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓ　ＭＡＮ）が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００５３】
　携帯デバイス２００は、移動端末、移動電話、スマートフォン、ＭＩＤ、ファブレット
・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、ＵＭＰＣ、ＰＤＡ、ウェブパッド、ハンド
ヘルド・パーソナル・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、対話型娯楽コンピュ
ータ、およびゲーム端末のうちの少なくとも１つによって実装されてもよい。
【００５４】
　図２は、単なる例であり、本願の特許請求の範囲に記載の範囲を不当に限定すべきでは
ない。当然のことながら、携帯デバイス２００の特定の指示は、読者の便宜を図るためで
あり、携帯デバイス２００のモジュールおよび／またはコンポーネントの特定の数、タイ
プ、もしくは配置に、携帯デバイス２００を限定するものと見なされてはならない。当業
者は、本発明の実施形態の多数の変形、選択肢、および変更を認識するであろう。
【００５５】
　図３は、本発明の実施形態による、携帯デバイス２００のオーディオ装置の概略図であ
る。オーディオ装置は、オーディオ・エンジン３０２と、ＨＬＡＬ３０４およびＬＬＡＬ
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３０６を含む１つ以上のオーディオ・ソフトウェア製品またはモジュールと、ＲＨＬＡＬ
３０８、ＷＬ３１０、およびオーディオキャプチャコンポーネント３１２を含む１つ以上
の代替ソフトウェア製品とを含む。一実施形態では、ソフトウェア製品またはモジュール
は、コンピュータ可読プログラム・コード手段を含むコンピュータ・プログラム製品を含
む。コンピュータ可読プログラム・コード手段は、プロセッサなどのコンピュータ・ハー
ドウェアで実行されると、本願明細書に記載のプロセスステップを実行するよう構成され
ている、機械可読命令を含むことができる。図３に示されているように、オーディオ・エ
ンジン３０２、ＨＬＡＬ３０４、ＬＬＡＬ３０６、ＲＨＬＡＬ３０８、ＷＬ３１０、およ
びオーディオキャプチャコンポーネント３１２は、メモリ２０２に記憶され、ＯＳ２１２
に存在する。
【００５６】
　例えば、オーディオ・エンジン３０２は、ＦＭＯＤオーディオ・エンジン、Ｉｒｒｌｉ
ｃｈｔオーディオ・エンジン、Ｂｅａｔｎｉｋオーディオ・エンジン、および同様のもの
などのクロスプラットフォーム・オーディオ・エンジンとしてもよい。ＨＬＡＬ３０４は
、オープン・オーディオ・ライブラリ（ＯｐｅｎＡＬ）ＡＰＩ、ＡＶ　Ｆｏｕｎｄａｔｉ
ｏｎフレームワークＡＰＩ、ＣｏｃｏｓＤｅｎｓｈｉｏｎ　ＡＰＩ、および同様のものな
どのクロスプラットフォーム・オーディオＡＰＩを介して実装されてもよい。ＬＬＡＬ３
０６は、例えば、Ｃｏｒｅ　Ａｕｄｉｏ　ＡＰＩ、ＤｉｒｅｃｔＸ　Ａｕｄｉｏ　ＡＰＩ
、および同様のものを介して実装されてもよい。
【００５７】
　さらに、オーディオ装置は、オーディオ・ドライバ３１４と、オーディオ・エンドポイ
ント３１８に接続されたオーディオ・アダプタ３１６とを含む、音源ハードウェアを含む
。オーディオ・ドライバ３１４は、カーネルにおいてソフトウェアにより実現され得る。
オーディオ・ドライバ３１４は、システム供給ドライバ・コンポーネント、ベンダー供給
ドライバ・コンポーネント、またはその組み合わせとされ得る。オーディオ・ドライバ３
１４は、オーディオ・アダプタ３１６を経由して、オーディオ・エンドポイント３１８と
インターフェース接続される。オーディオ・アダプタ３１６は、プラグまたはバスなどの
ハードウェアであってもよく、オーディオ・エンドポイント３１８は、スピーカまたはヘ
ッドフォンなどのハードウェアであってもよい。
【００５８】
　例として、或るアプリケーション（図３には示さず）が、携帯デバイス２００のＯＳ２
１２で実行されていると考える。このアプリケーションは、例えば、ゲームのプレイ中に
音響オーディオ信号の生成を必要とし得る、ゲーム・アプリケーションであってもよい。
さらに、このアプリケーションが、音響オーディオ信号を生成するためにオーディオ・エ
ンジン３０２をコールすると考える。オーディオ・エンジン３０２は、アプリケーション
と、オーディオ装置との間のインターフェースとしての機能を果たす。
【００５９】
　なお、ここで、任意選択でオーディオ・エンジン３０２は、少なくとも部分的にアプリ
ケーションにおいて実装されてもよい。あるいは、オーディオ・エンジン３０２は、アプ
リケーションとは完全に別のルーチンとして実装されてもよい。オーディオ・エンジン３
０２は、アプリケーションの作成者により作成されたものでも、サードパーティーから使
用許諾を受けたものでもよい。
【００６０】
　アプリケーションによりコールされると、オーディオ・エンジン３０２は、ＨＬＡＬ３
０４またはＬＬＡＬ３０６をコールする。ＨＬＡＬ３０４がコールされる場合、ＨＬＡＬ
３０４は、音源ハードウェア用デジタル・オーディオ・データを生成するために、デジタ
ル・オーディオ・データを発生させることに関する命令を生成して、命令をＬＬＡＬ３０
６に送るよう動作可能であってもよい。続いて、オーディオ・ドライバ３１４および／ま
たはオーディオ・アダプタ３１６は、デジタル・オーディオ・データを処理し、オーディ
オ・エンドポイント３１８を介してデジタル・オーディオ・データに対応する音響オーデ
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ィオ信号を生成するよう動作可能であってもよい。
【００６１】
　オーディオ・ソフトウェア製品が、オーディオ装置により生成されたデジタル・オーデ
ィオ・データをキャプチャするためにオーディオ・ソフトウェア製品を使用することを妨
げる形で構成されたプロプライエタリ・ソフトウェアである、例示のシナリオについて考
える。さらに、携帯デバイス２００のユーザが、ゲームのプレイ中に生成されるデジタル
・オーディオ・データをキャプチャすることを選ぶと考える。
【００６２】
　デジタル・オーディオ・データをキャプチャするために、オーディオ装置は、ＲＨＬＡ
Ｌ３０８およびＷＬ３１０を含む代替ソフトウェア製品をホストし、デジタル・オーディ
オ・データを生成するオーディオ・ソフトウェア製品の代わりとして代替ソフトウェア製
品を呼び出すよう動作可能である。
【００６３】
　呼び出されると、ＲＨＬＡＬ３０８は、ＨＬＡＬ３０４のＡＰＩに実質的に類似してい
るＡＰＩを提供するよう動作可能である。その結果、ＲＨＬＡＬ３０８は、ＨＬＡＬ３０
４が生成する音響オーディオ信号と実質的に同等に人には聞こえる音響オーディオ信号を
生成できてもよい。このように、ＲＨＬＡＬ３０８がＨＬＡＬ３０４に透過的に置き換わ
り、その結果、本来ＨＬＡＬ３０４を対象としていた関数コールが、ＲＨＬＡＬ３０８に
よって受け取られる。
【００６４】
　さらに、ＷＬ３１０は、ＬＬＡＬ３０６に対する関数コールを、ＷＬ３１０を通るよう
にオーバーライドするよう動作可能である。このようにして、ＷＬ３１０は、ＬＬＡＬ３
０６を透過的にラップし、その結果、本来ＬＬＡＬ３０６を対象としていた関数コールが
、ＷＬ３１０で受け取られ、その後でＷＬ３１０によってＬＬＡＬ３０６に渡される。こ
れは、ＷＬ３１０が、生成されたデジタル・オーディオ・データをオーディオキャプチャ
コンポーネント３１２に送るようＬＬＡＬ３０６を構成できるようにし、それによって、
ＬＬＡＬ３０６により生成されるデジタル・オーディオ・データのキャプチャを利用し易
くする。
【００６５】
　さらに、ＲＨＬＡＬ３０８および／またはＷＬ３１０は、例えばアプリケーションがオ
ブジェクト・コード・ライブラリとともにリンクされるときに、アプリケーションのアプ
リケーション・バイナリ・インターフェース（ＡＢＩ）に含められてもよい。そのような
リンクは、例えば、実行可能ファイルが作成されるとき、または実行時にアプリケーショ
ンが使用されるたびに実行され得る。その結果として、ＲＨＬＡＬ３０８および／または
ＷＬ３１０は、例えばソフトウェア開発者により実装されたときにアプリケーションの一
部となってもよい。
【００６６】
　以降、音響オーディオ信号を生成するためにアプリケーションがオーディオ・エンジン
３０２をコールすると、ＨＬＡＬ３０４またはＬＬＡＬ３０６をコールしようとするオー
ディオ・エンジン３０２は、代わりに透過的に、実行されるオーディオ処理のタイプおよ
び／または生成されるデジタル・オーディオ・データの１つ以上の特性に応じて、ＲＨＬ
ＡＬ３０８またはＷＬ３１０をコールする。
【００６７】
　ＲＨＬＡＬ３０８がコールされてコンピューティング・ハードウェアで実行される第１
のケースでは、ＲＨＬＡＬ３０８は、デジタル・オーディオ・データを生成するため、ま
たは変更するため、または音源ハードウェアまで通過させるために、命令をＬＬＡＬ３０
６に提供するよう動作可能である。ＲＨＬＡＬ３０８は、生成されたデジタル・オーディ
オ・データをオーディオキャプチャコンポーネント３１２に送るようＬＬＡＬ３０６を構
成し、それによって、ＬＬＡＬ３０６により生成されるデジタル・オーディオ・データの
キャプチャを利用し易くする。



(15) JP 5717899 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

【００６８】
　ＲＨＬＡＬ３０８がＨＬＡＬ３０４に置き換わるので、ＲＨＬＡＬ３０８の実行は、測
定可能なパフォーマンス低下をもたらさない。
【００６９】
　ＷＬ３１０がコールされコンピューティング・ハードウェアで実行される第２のケース
では、ＷＬ３１０は、デジタル・オーディオ・データを生成するためにＬＬＡＬ３０６を
コールするよう動作可能である。さらに、ＷＬ３１０は、生成されたデジタル・オーディ
オ・データをオーディオキャプチャコンポーネント３１２に送るために、ＬＬＡＬ３０６
に命令を提供するよう動作可能であり、それによって、ＬＬＡＬ３０６により生成される
デジタル・オーディオ・データのキャプチャを利用し易くする。
【００７０】
　さらに、ＷＬ３１０はデジタル・オーディオ・データを生成しないので、ＷＬ３１０は
パフォーマンス低下につながらない。
【００７１】
　なお、ここで、有益なことに、オーディオキャプチャコンポーネント３１２は代替ソフ
トウェア・コンポーネント内に実装可能である。あるいは、オーディオキャプチャコンポ
ーネント３１２は、代替ソフトウェア製品とは完全に別個に実装されてもよい。
【００７２】
　オーディオキャプチャコンポーネント３１２は、オーディオ装置による音響オーディオ
信号の生成中に、デジタル・オーディオ・データをキャプチャするよう動作可能とするこ
ともでき、有益である。さらに、オーディオキャプチャコンポーネント３１２は、キャプ
チャされたデジタル・オーディオ・データをメモリ２０２に記憶するよう動作可能であっ
てもよい。その結果、デジタル・オーディオ・データは、後で音源ハードウェアにより音
響オーディオ信号を再生するために使用されてもよい。
【００７３】
　さらに、メモリ２０２に保存されるデジタル・オーディオ・データを生成するために、
携帯デバイス２００のマイクロフォンから音声が捕捉され、その一方で、携帯デバイス２
００のスピーカから音響オーディオ信号を生成するため、およびメモリ２０２に保存する
ために、他のデジタル・オーディオ・データがオーディオ・エンジン３０２により生成さ
れているというシナリオもあり得るであろう。
【００７４】
　なお、ここで、アプリケーション、オーディオ・エンジン３０２、ＨＬＡＬ３０４また
はＬＬＡＬ３０６は、変更される必要がない。前述のように、ＲＨＬＡＬ３０８および／
またはＷＬ３１０は、アプリケーションにリンクされ、それによって、ＨＬＡＬ３０４を
透過的に置き換え、さらに／またはＬＬＡＬ３０６をラップする。この結果、オーディオ
・エンジン３０２は、必要な場合に、ＨＬＡＬ３０４またはＬＬＡＬ３０６の代わりにＲ
ＨＬＡＬ３０８および／またはＷＬ３１０をコールする。
【００７５】
　図３は、単なる例であり、本願の特許請求の範囲に記載の範囲を不当に限定すべきでは
ない。当然のことながら、オーディオ装置の特定の指示は、読者の便宜を図るためであり
、オーディオ装置のモジュール、ルーチン、ソフトウェア製品、コンポーネントおよび／
またはＡＰＩの特定の数、タイプ、もしくは配置に、オーディオ装置を限定するものと見
なされてはならない。当業者は、本発明の実施形態の多数の変形、選択肢、および変更を
認識するであろう。
【００７６】
　例えば、ゲームのプレイ中に生成されるデジタル・ビデオ・データをキャプチャするた
めに、ビデオ装置が、オーディオ装置と類似した形で携帯デバイス２００に実装されるこ
とが可能であろう。続いて、そのようにしてキャプチャされたデジタル・ビデオ・データ
は、前述のようにリモート・サーバにアップロードされること、および／または他のユー
ザと共有されることが可能であろう。
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【００７７】
　図４は、本発明の実施形態による、オーディオ装置を動作させる方法のステップの図で
ある。本方法は、プロセッサ・デバイスにおいて実行可能な機械可読命令など、ハードウ
ェア、ソフトウェア、またはその組み合わせにおいて実装可能な一連のステップを表現す
る、論理流れ図におけるステップの集合として示される。
【００７８】
　前述のように、オーディオ装置は、ＨＬＡＬ３０４および／またはＬＬＡＬ３０６を含
むオーディオ・ソフトウェア製品を含む。オーディオ・ソフトウェア製品が、オーディオ
装置により生成されたデジタル・オーディオ・データをキャプチャするためにオーディオ
・ソフトウェア製品を使用することを妨げる形で構成されたプロプライエタリ・ソフトウ
ェアである、前述の例示のシナリオについて考える。
【００７９】
　ステップ４０２にて、デジタル・オーディオ・データをキャプチャするために、代替ソ
フトウェア製品をホストするようオーディオ装置が使用される。ステップ４０２によると
、代替ソフトウェア製品は、ＲＨＬＡＬ３０８および／またはＷＬ３１０を、オーディオ
キャプチャコンポーネント３１２とともに含む。前述のように、これらの代替ソフトウェ
ア製品は任意選択で、アプリケーションに、その一部となるようリンクされてもよい。
【００８０】
　説明を目的として、アプリケーションが、音響オーディオ信号を生成するためにオーデ
ィオ・エンジン３０２をコールすると考える。その結果として、ステップ４０４にて、オ
ーディオ装置は、デジタル・オーディオ・データを生成するために、オーディオ・ソフト
ウェア製品の代わりとして代替ソフトウェア製品を呼び出すよう動作する。
【００８１】
　前述のように、ＲＨＬＡＬ３０８は、ＨＬＡＬ３０４のＡＰＩに実質的に類似している
ＡＰＩを提供するよう動作可能である。ＲＨＬＡＬ３０８は、ＨＬＡＬ３０４に透過的に
置き換わり、その結果、本来ＨＬＡＬ３０４を対象としていた関数コールが、ＲＨＬＡＬ
３０８で受け取られてもよい。
【００８２】
　さらに、ＷＬ３１０は、ＬＬＡＬ３０６に対する関数コールを、ＷＬ３１０を通るよう
にオーバーライドするよう動作可能である。ＷＬ３１０は、ＬＬＡＬ３０６を透過的にラ
ップし、その結果、本来ＬＬＡＬ３０６を対象としていた関数コールが、ＷＬ３１０で受
け取られてもよい。
【００８３】
　ステップ４０４によると、オーディオ・エンジン３０２は、実行されるオーディオ処理
のタイプおよび／または生成されるデジタル・オーディオ・データの１つ以上の特性に応
じて、ＲＨＬＡＬ３０８またはＷＬ３１０をコールする。
【００８４】
　次に、ステップ４０６にて、デジタル・オーディオ・データが下記のように生成される
。
【００８５】
　ステップ４０４にてＲＨＬＡＬ３０８がコールされれば、ステップ４０６にてＲＨＬＡ
Ｌ３０８は、デジタル・オーディオ・データを生成するため、変更するため、または音源
ハードウェアまで通過させるために、命令をＬＬＡＬ３０６に提供するよう動作する。さ
らに、ＲＨＬＡＬ３０８は、ステップ４０６にて生成されたデジタル・オーディオ・デー
タをオーディオキャプチャコンポーネント３１２に送るようにＬＬＡＬ３０６を構成する
よう動作する。
【００８６】
　ステップ４０４にてＷＬ３１０がコールされれば、ステップ４０６にてＷＬ３１０は、
デジタル・オーディオ・データを生成するか、または音源ハードウェアまで通過させるよ
うに、ＬＬＡＬ３０６をコールするよう動作する。さらに、ＷＬ３１０は、ステップ４０
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６にて生成されたデジタル・オーディオ・データをオーディオキャプチャコンポーネント
３１２に送るようにＬＬＡＬ３０６を構成するよう動作する。
【００８７】
　その後ステップ４０８にて、オーディオキャプチャコンポーネント３１２は、ステップ
４０６にて生成されたデジタル・オーディオ・データをキャプチャするよう動作する。
【００８８】
　その一方で、ステップ４１０にて音源ハードウェアは、前述のように、デジタル・オー
ディオ・データに対応する音響オーディオ信号を生成するよう動作する。
【００８９】
　オーディオキャプチャコンポーネント３１２は、音響オーディオ信号の生成中にデジタ
ル・オーディオ・データをキャプチャするよう動作でき、有益である。したがって、ステ
ップ４０８および４１０は、同時に実行されてもよい。
【００９０】
　さらに、本方法は、ステップ４０８にてキャプチャされたデジタル・オーディオ・デー
タがメモリ２０２に記憶されるステップを含んでもよい。
【００９１】
　さらに、本方法は、ステップ４０８にてキャプチャされたデジタル・オーディオ・デー
タが、前述のようにリモート・サーバにアップロードされ、さらに／または他のユーザと
共有され得る１つ以上のステップを含んでもよい。
【００９２】
　なお、ここで、ステップ４０２～４１０は例示にすぎず、本願の特許請求の範囲に記載
の範囲から逸脱せずに、１つ以上のステップが追加され、１つ以上のステップが削除され
、または１つ以上のステップが異なる順序で提供される、他の選択肢も提供可能である。
【００９３】
　本開示の実施形態は、非一時的機械可読データ・ストレージ媒体に記憶された機械可読
命令を含むソフトウェアまたはコンピュータ・プログラム製品を提供し、ソフトウェア製
品の機械可読命令は、図４に関連して記載した方法を実装するために、携帯デバイス２０
０の、プロセッサなどのコンピューティング・ハードウェアで実行可能である。一実施形
態では、携帯デバイス２００は、一般に、本願明細書に開示された方法ステップおよびプ
ロセスを装置に実施および実行させるようになっている機械可読プログラム・ソース・コ
ードを具現化するプログラム・ストレージ・デバイスを利用するよう構成される。開示さ
れた実施形態の各態様を組み込んだプログラム・ストレージ・デバイスは、本願明細書に
開示された手順および方法を実行するよう、光学素子、磁気特性、および／または電子素
子を利用する、機械のコンポーネントとして考案、作成、および使用され得る。代わりの
実施形態では、プログラム・ストレージ・デバイスは、コンピュータにより読み取り可能
かつ実行可能なディスケット、ディスク、メモリ・スティック、またはコンピュータ・ハ
ードドライブなどの磁気媒体を含んでもよい。他の代わりの実施形態では、プログラム・
ストレージ・デバイスは、光ディスク、読み取り専用メモリ（「ＲＯＭ：ｒｅａｄ－ｏｎ
ｌｙ－ｍｅｍｏｒｙ」）、フレキシブル・ディスク、ならびに半導体材料およびチップを
含むことができるであろう。
【００９４】
　ソフトウェア製品は、例として、例えば「Ａｐｐ　ｓｔｏｒｅ」ｈど、ソフトウェア・
アプリケーション・ストアから、携帯デバイス２００にダウンロード可能であってもよい
。開示された実施形態の各態様を組み込んだプロセスおよび方法ステップを組み込んだコ
ンピュータ・プログラム製品またはソフトウェアは、１つ以上のコンピュータ・システム
に記憶されても、または他の点では従来型のプログラム・ストレージ・デバイスに記憶さ
れてもよい。
【００９５】
　本開示の実施形態は様々な目的に対して利用できる。こうした目的には、単に代替ソフ
トウェア製品をアプリケーションのＡＢＩに含めるだけで、アプリケーションおよび／ま
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たはオーディオ・エンジンを変更しなくても、ユーザが、その携帯デバイスのパフォーマ
ンスを測定可能なほど低下させずに、ゲームプレイ中に生成されるデジタル・オーディオ
・データをキャプチャできることと、デジタル・オーディオ・データのキャプチャ機能を
利用し易くすることが含まれる。ただし、これらに限定されない。
【００９６】
　添付の特許請求の範囲により定義される本開示の範囲から逸脱することなく、上述した
本開示の実施形態に対する変更が可能である。本発明の記載および請求に用いられる「含
む／備える（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「組み込む（ｉｎｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｎｇ）」、「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」、「有する（ｈａ
ｖｅ）」、「である（ｉｓ）」などの表現は、非排他的な形で解釈されるものとし、すな
わち、明示的に記載されていない事項、コンポーネント、または構成要素の存在も可能で
ある。単数形の参照は、複数形にも関係すると解釈されるものとする。
【００９７】
　最後に、単なる例示として、例示的実施形態をいくつか載せておく。これらは本願の優
先権の基礎となる米国特許出願の明細書に最初に記載された独立請求項に記載されたもの
に一致している。
１．携帯デバイスのオーディオ装置であって、前記携帯デバイスは、関連するデータ・メ
モリに接続されたコンピューティング・ハードウェアを備え、前記オーディオ装置は、音
源ハードウェア用デジタル・オーディオ・データを生成するために、前記データ・メモリ
に記憶された１つ以上のオーディオ製品を前記コンピューティング・ハードウェアで実行
するよう動作可能であり、前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ・データ
に対応する音響オーディオ信号を生成するよう動作可能であり、前記１つ以上のオーディ
オ製品は、複数のオーディオ・ライブラリを備え、かつ前記デジタル・オーディオ・デー
タを生成するために前記複数のオーディオ・ライブラリをコールするよう動作可能であり
、
　前記オーディオ装置は、１つ以上の代替オーディオ製品をホストするよう動作可能であ
り、前記１つ以上の代替オーディオ製品は、前記データ・メモリに記憶可能であり、動作
中、前記デジタル・オーディオ・データを生成するために前記１つ以上のオーディオ製品
の代わりとして呼び出され、前記デジタル・オーディオ・データをキャプチャし、前記音
響オーディオ信号を実質的に生成する、オーディオ装置。
２．　携帯デバイスのオーディオ装置を動作させる方法であって、前記携帯デバイスは、
関連するデータ・メモリに接続されたコンピューティング・ハードウェアを備え、前記オ
ーディオ装置は、音源ハードウェア用デジタル・オーディオ・データを生成するために、
前記データ・メモリに記憶されたオーディオ製品を前記コンピューティング・ハードウェ
アで実行するよう動作可能であり、前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ
・データに対応する音響オーディオ信号を生成するよう動作可能であり、前記オーディオ
製品は、複数のオーディオ・ライブラリを備え、かつ前記デジタル・オーディオ・データ
を生成するために前記複数のオーディオ・ライブラリをコールするよう動作可能であり、
前記方法は、
　（ｉ）前記データ・メモリに記憶可能な１つ以上の代替オーディオ製品をホストするた
めに前記オーディオ装置を使用することと；
　（ｉｉ）前記デジタル・オーディオ・データを生成するために前記１つ以上のオーディ
オ製品の代わりとして前記１つ以上の代替オーディオ製品を呼び出すこと、ただし、前記
１つ以上の代替オーディオ製品は、前記デジタル・オーディオ・データをキャプチャする
機能を提供する一方で、前記音響オーディオ信号を実質的に生成するよう動作可能である
、前記呼び出すことと
を含む、方法。
３．携帯ゲーム・デバイス用コンピュータ・プログラム製品であって、前記コンピュータ
・プログラム製品は、
　コンピュータ可読プログラム・コード手段
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を備え、前記コンピュータ可読プログラム・コード手段は、プロセッサ・デバイスにおい
て実行されると、
　前記携帯ゲーム・デバイス内の音源ハードウェア用デジタル・オーディオ・データを生
成すること、ただし、前記音源ハードウェアは、前記デジタル・オーディオ・データに対
応する音響オーディオ信号を生成するよう構成されている、前記生成することと；
　前記音響オーディオ信号を生成するための前記デジタル・オーディオ・データをキャプ
チャするために、前記音源ハードウェアが前記音源ハードウェアに関連するオーディオ製
品を使用することはできないと決定することと；
　前記デジタル・オーディオ・データを、前記携帯ゲーム・デバイスでホストされている
代替オーディオ・デバイスに自動的に伝送すること、ただし、前記代替オーディオ・デバ
イスは、前記デジタル・オーディオ・データをキャプチャして前記音響オーディオ信号を
生成するよう構成されている、前記伝送することと
をするよう構成されている、コンピュータ・プログラム製品。

【図１】 【図２】
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